
  

一 

障
害
の
あ
る
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
の
た
め
に
早
急
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
の
養
育
に
係
る
経
済
的
な
負
担
に
鑑
み
、
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制

限
の
撤
廃
等
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
の
基
本
理
念
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

障
害
の
あ
る
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
の
た
め
に
早
急
に
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
給
付
に

つ
い
て
、
こ
ど
も
の
家
庭
の
所
得
の
状
況
に
よ
っ
て
、
不
支
給
と
な
り
、
又
は
支
給
額
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
い
う
。 

一 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
児
童

扶
養
手
当 

二 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
障
害
児
福
祉
手
当 



 

二 

三 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
に
係
る
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
補
装
具
費 

四 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
（
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

五 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
す
る
経
費
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
物
を
も
っ
て
支
給
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

（
法
制
上
の
措
置
） 

第
三
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
以
内
に
、
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
の
た
め

に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  

三 

理 

由 
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
の
養
育
に
係
る
経
済
的
な
負
担
に
鑑
み
、
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
等
に
係
る
施

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
基
本
理
念
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
に
係
る
公
的
給
付
の
所
得
制
限
の
撤
廃
の
た

め
に
早
急
に
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


